
「港湾の堤外地等における高潮リスク低減方策ガイドライン」（中間とりまとめ）の概要

堤外地における高潮対策の基本的な考え方

我が国の港湾においては、海岸保全施設より海
側のいわゆる堤外地に物流機能が集中し、様々
な企業が立地している。

特に、我が国の経済活動の中枢である三大湾に
おいては、臨港地区の８割以上が堤外地である
ことから、高潮被害により、我が国全体の物流・
生産活動が大きく停滞する可能性がある。

このため、堤外地の立地企業や人命を守り、港
湾の堤外地等における高潮対策を推進すること
を目的にガイドラインを策定するものである。

①検討の対象とする高潮の規模と検討ケース
・海岸保全施設より海側のいわゆる堤外地については、規模の小さい高潮でも浸水する可能性が
あることから、本ガイドラインでは、最大規模の高潮のみならず、堤外地のみが被災する規模の
高潮についても検討の対象とする。

②高潮対策の防護の目標
・高潮の規模を考慮しつつ、「堤外地の人命を守る」ことに加えて、社会・経済活動への影響を
最小化するため、 「堤外地の資産の被害を低減する」ことの２つの目標を設定する。

本ガイドライン策定趣旨
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【東京港における堤外地】
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堤外地において検討すべき高潮対策

今後の取り組み

○ 「港湾の堤外地等における高潮リスク低減方策ガイドライン」を平成29年度中に作成し、我が国の
港湾で、関係者の連携による高潮対策を推進する。

①フェーズ別高潮対応計画の策定
・高潮は、気象庁が発表する注意報や警報等の
気象情報により、事前の予測や警戒レベルの
把握が可能であることから、港湾管理者や立地
企業等が各主体ごとに、気象情報のレベルに
応じて、予め取るべき浸水対策や避難行動を
整理する。

【フェーズ別高潮対応計画のイメージ】

③防災情報共有体制の構築
・フェーズ別高潮対応計画を実効性のあるものとするため、地方整備局等において、防災情報
の共有体制の構築を図る。

②エリア減災計画の策定
・港湾機能や産業機能が集積し、高潮による
被害が大きい地域などについては、フェーズ別
高潮対応計画だけでは不十分であることから、
関係行政機関や民間企業等が連携し、避難
誘導計画等の共有やハード対策等の検討を
行う。
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防災情報 フェーズ
基本的な防災行動

人 移動困難な資産 移動可能な資産

・台風情報
・警報級の可能性

① 情報収集 準備

強風注意報
（危険度を色分けした時系
列により「注意報級・警報級
の時間帯」等の確認）

②
関係者への情報

提供

避難準備

固縛開始

車両、移動式
クレーン等の

安全な場所への
移動準備

高潮注意報
（危険度を色分けした時系
列により「注意報級・警報級
の時間帯」、「予測潮位」等

の確認）

③
固縛中 移動中

暴風・高潮警報
or

暴風・高潮特別警報
④

避難を開始し、
暴風が吹き始める
までに従業員等の
避難を完了

暴風が吹き
始めるまでに
固縛を完了

暴風が吹き
始めるまでに
安全な場所への
移動を完了

夜間に警報級が予想されている場合には、防災行動を繰り上げ


